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１  知識の使える化 

１ 総説 

(1)  リーダーズ式☆５ステップ学習法 

 リーダーズ式☆５ステップ学習法とは、①理解→②集約→③記憶→④検索→⑤適用という５ス

テップで、資格試験の学習をしていく方法論をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この５ステップ学習を行う前提として、各科目、本試験で出題される大問となる各テーマに、ど

のようなテーマがあるのかを意識しておく必要がある。 

なお、記述式においては、テーマ名を書かせるテーマ未表示型の問題が中心になっているた

め、Aランクのテーマについては、しっかりとテーマ名を記憶しておく必要がある。 

(2) パレートの法則（80：20の法則） 

 前述のように、本試験で出題される大問となる各テーマを分析してみると、本試験に毎年出題

されているテーマ、２～３年おきに出題されているテーマ、10年おきくらいに出題されているテー

マ、未出題のテーマなど、各テーマの本試験での頻出度というものがわかる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

学習法 01 

 

Ｄ 
理解 

集約 

記憶 

検索 

適用 

具体 

抽象 

具体 

帰納法 

演繹法

法 

使える化 

解ける化 

 27 28 29 30 １ ２ ３ 4 ５ ６ ７ 

権利能力   ○    〇   〇  

制限行為能力 ○     〇     〇 

意思表示 ○  ○    〇 〇    

代 理  ○   〇      〇 

時 効  ○   〇    〇   

無効・取消し          〇  

条件・期限    〇        

物権総論   ◎ 〇   〇     

不動産物権変動   ○      〇 〇  

動産物権変動     〇      〇 

占有権        〇    

相隣関係 ○    〇       

共 有  ○          

留置権 ○      〇     

先取特権  ○          

質 権     〇       

抵当権・譲渡担保  ○  〇  〇  〇 〇 〇  

 

 27 28 29 30 １ ２ ３ 4 ５ ６ ７ 

債務不履行 ○ ○     〇 〇 〇   
債権者代位権  ○     〇     

詐害行為取消権  ○          
連帯債務   ○      〇  〇 
保 証          〇  

債権譲渡・債務引受      〇     〇 
弁済・相殺 ○   〇     〇   
契約の解除        〇 〇   

同時履行の抗弁権      〇      
無償契約 ○           
売買契約       ○   〇  
賃貸借契約   ○ ○ 〇 〇  〇    

消費貸借契約           〇 
委任契約     〇       
請負契約            
不当利得           〇 
不法行為  ○ ○ ○ 〇 〇 ○ 〇 〇 〇  



 

- 2 - 

すべてのテーマについて、万遍なく学習していくのが理想ではあるが、可処分学習時間が少

ない社会人の方には、そういう勉強は時間的にも難しい。そこで、本試験に頻出しているテーマ

から、ＡＢＣというように重要度のランク付けをして、日々の学習にも優先順位を付けていくことが

必要となる。 

ここで参考になるのが、パレートの法則である。パレートの法則とは、経済において、全体の数

値の大部分は、全体を構成するうちの一部の要素が生み出しているという理論をいう。80:20の

法則ともいう。 

 

 

 

 

 

 

  

 

パレートの法則により、まずは、本試験でも頻出しているＡランクのテーマについて優先的に学

習を進めていくことで、行政書士試験の合格点である180点を取ることができる確率が上がって

いくはずである。 

２ 各論 

(1) 理解 

 資格試験の学習をする際に、まずは、各テーマの内容を理解することが必要である。民法の

場合、本試験で問われるのは、条文と判例の知識であるから、各条文の制度趣旨、要件・効果、

判例のロジックや結論を、１テーマずつ理解していかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この理解の段階で大切なことは、ひとつひとつの知識をバラバラに理解するのではなく、常に、

全体→部分というように、体系的に理解していくことである。細かい知識は、時が経つにつれて、

すぐに忘れてしまうが、体系的に理解した知識は、時が経っても忘れにくくなるはずである。 

 体系的に理解するためには、フレームワーク思考が役立つ。フレームワーク思考とは、物事を

理解しやすく、また、説明しやすくするために、対象となる課題につき、全体の枠組みを使用し

て、その中で様々な事項・要素を考え出していくことをいう。 

 民法と行政法については、記述式があるので、民法と行政法のフレームワーク（全体構造）＝

 

 

 

Ｄ 所 

80％ 
20％ 
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地図をアタマの中に入れておいてほしい。 

 このように、理解の段階においても、記憶から逆算した体系的な理解が必要となる。 

 また、理解をする際には、テキストによるインプットと同時に、過去問等によるアウトプットも、早

め早めに行っていくと、より効果的な理解につながるはずである。 

 テキストを読んだり、講義を視聴しただけでは理解しづらいところも、問題を検討することで、理

解することができるようになる場合も多々あるので、是非、インプット⇄アウトプットクロスリファレン

ス学習法を取り入れた学習を進めてほしい。 

 また、テキストを読んだり、講義を視聴したりする場合も、１週目は、各科目のフレームワーク

（全体）を掴む感じで、途中よくわからないところがあっても、そこで立ち止まらないで、なるべく

早いうちに、１回転させることが重要である。 

 １週目で、全てを理解するのは無理であるし、１週目に、あまり時間をかけてしまうと、前に学習

したことをどんどん忘れてしまうため、かえって効率が悪くなり、短期合格が難しくなってしまうか

らである。 

(2) 集約 

 資格試験の学習において、記憶すべき知識は膨大であり、そのすべてを記憶することは難し

い。そこで、記憶量を減らして、知識の精度を高めていくために、知識を集約化していく必要が

ある。 

 資格試験においては、本試験でよく問われるテーマや内容というものが存在するため、その頻

出テーマの出題のツボ（出題パターンと解法パターン）を掴むことが、どの資格試験においても、

短期間で合格するための秘訣である。 

 その意味で、まずは、過去問で頻出している典型的パターン問題については、本試験で落と

さないように、出題のツボ（出題パターンと解法パターン）をしっかりとアタマに入れておく必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出題のツボ（出題パターンと解法パターン）を掴むためには、過去問などの問題を、各テーマ

ごとに、①グルーピング→②抽象化→③構造化していく必要がある。抽象化とは、一見すると表

面が違って見えるものの中に、共通点を発見することをいう。 

 なお、過去問は、それを何回も繰り返し解いて、問題と解答を記憶していくためのツールでは

なく、①どのようなテーマから、②どのような内容の問題が、③どのような視点から出題されてい

るのか、その出題のツボ（出題パターンと解法パターン）を掴むためのツールである。 
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 前述したように、本試験で問われているのは、過去問そのものではなく、条文と判例の知識で

あることがわかれば、過去問をただ何回も繰り返し解く必要性がないことは自ずとわかるはずで

ある。また、過去問を何回も繰り返し解いても、知識の穴が多いため、本試験では、法令択一式

（160点）で４割程度得点できるにすぎない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 解法ナビゲーション講座では、約3,500肢の肢別ドリルと重要ポイントノートを使いながら、各テ

ーマの出題のツボ（出題パターンと解法パターン）を伝授していくので、その出題のツボ（出題パ

ターンと解法パターン）を、記憶用ツールである重要ポイントノートへしっかりとフィードバック（集

約）しておいてほしい。 

 この出題のツボ（出題パターンと解法パターン）を集約した重要ポイントンノート又は総整理ノ

ートが、直前期の記憶において役立つはずである。 

 同じような勉強をしていても、大きな差が付いてしまうのは、知識をひとつひとつバラバラなもの

としてアタマに入れるか、それとも、全体→部分というように、出題のツボを体系的にアタマに入

れていくのか、その差が大きいはずである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 記憶 

 資格試験の学習においては、理解して集約した知識は、最後に記憶しておかなければならな

い。したがって、資格試験の学習においては、常に、①何を、②どのように記憶しておけば本試

験で得点できるのかということを意識しておく必要がある。記憶から逆算した学習法である。 
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 例えば、テキスト等に記載してある図表などでも、すべてを記憶する必要はなく、どこを、どのよ

うに記憶しておけば得点できるのかを、過去問などの分析によって把握しておけばよい。 

 また、知識を数回見直しただけで記憶することができる人は、ほとんどいないので、本試験まで

に、集約化した知識が記載されているツールを、何回も、何十回も見直していく必要があるのは、

当然である。 

 エビングハウスの忘却曲線で有名なエビングハウスの研究によれば、人は新しい情報を学習

した直後に、１時間後には44%、１日後には26%、１週間後には23%、1か月後には、わずか21%の

情報しか記憶に残らないとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

この曲線は、人間の記憶が反復なしでは非常に脆弱であることを示しているが、一方で繰り返

し学習を行うことで、記憶の保持が改善されることも明らかにされているので、一定の間隔を空け

た復習を取り入れる「分散学習」が効果的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ｃ 

Ｄ 

（売主） 

土地 

≪エビングハウスの忘却曲線≫ 

１時間後 
56％忘却 

１
時
間
後 

１
日
後 

１
週
間
後 

１
か
月
後 

１日後 
74％忘却 

１週間後 
77％忘却 １か月後 

79％忘却 
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２  問題の解ける化 

１ 総説 

 通常、本試験では、問題文に、「〇〇法の規定及び判例に照らして」と指示があるので、まず問

題文中の「キーワード」を発見して、その問題を解くために必要な条文と判例の前提知識を「アタマ」

の中から「検索」していく。次に、その「検索」した前提知識を、問題文の事例に「適用」（あてはめ）

して、正誤の判断をしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

したがって、問題が解けないという場合、この前提知識の①「記憶」→②「検索」→③「適用」のど

こかで躓いていること（ボトルネックが存在すること）が、その要因として考えられる。 

２ 各論 

(1) 記憶 

 本試験（法令科目）では、主に、条文と判例の知識を問うため、本試験で問題が解けない最大

の要因は、前提知識の「記憶」の段階にあると思われる。つまり、問題を解くために必要な前提

知識が「ない」か、あるいは、前提知識が「ある」けれども、その精度が低いことが、試験で問題が

解けない最大の要因である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問題を解くために必要な前提知識が「ない」場合、知識を入れていけば、問題が解けるように

なるはずである。もっとも、問題を解くために必要な前提知識が「ある」場合でも、その知識の精

度が低ければ、問題を解くことができない。 
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知識の精度が「低い」というのは、知識の使える化（①理解→②集約→③記憶）でいうと、①

「理解」が不十分である場合と、③「記憶」が不十分である場合を意味する。 

 「理解」が不十分である場合、前述のように、各条文の制度趣旨、要件・効果、判例のロジック

や結論を、１テーマずつ理解していかなければならない。 

 この「理解」の段階で大切なことは、ひとつひとつの知識をバラバラに理解するのではなく、常

に、全体→部分というように、体系的に理解していくことである。細かい知識は、時が経つにつれ

て、すぐに忘れてしまうが、体系的に理解した知識は、時が経っても忘れにくくなるはずである。

このように、理解の段階においても、記憶から逆算した体系的な理解が必要となる。 

 他方、「記憶」が不十分な場合の典型が、選択肢を二択まで絞れたにもかかわらず、間違って

いる方を選んでしまった場合である。 

 「記憶」が不十分な場合、日頃の学習の中で、記憶の作業の時間を十分に取っているかどうか

が問題となる。また、資格試験の学習においては、常に、①何を、②どのように記憶しておけば

本試験で得点できるのかということを意識しておく必要がある。 

(2) 検索 

 問題が解けるようになるためには、その問題を解くために必要な前提知識が「記憶」されている

ことが必要である。しかし、問題を解くために必要な前提知識が「記憶」されていたにもかかわら

ず、問題が解けない場合がしばしばある。例えば、あとで解答を見て、「ああ！あのことを書けば

良かったのか！」というような場合である。 

 通常、問題を解くときには、各テーマごとに、問題文中の「キーワード」に反応して、その問題を

解くために必要な前提知識を頭の中から「検索」していく。つまり、問題文中の「キーワード」とい

うのは、その問題を解くために必要な前提知識を頭の中から「検索」する際のトリガー（引き金）と

なる重要なものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

その意味では、問題文中の「キーワード」に気づくかどうかが、問題を解くうえでも、かなり重要

な要因となってくる。 

 したがって、問題が解けるようになるためには、各テーマごと、問題文中の「キーワード」から前

提知識を「検索」していく、いわゆる「検索」パターンを作っておくのが効果的といえる。問題を解

く時間が遅く、本試験でも時間が大幅に足りなくなる方は、この前提知識の「検索」が上手く出来

ていないのが、ひとつの要因ではないかと思われる。 

 

 

Ｃ 

Ｄ 

土地 

検索 

問 題 

 

 

適用 

記銘 

キーワード 条文・判例 

条文・判例 
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 通常、受験業界では、問題を「解く」ことがアウトプットと云われているが、本当は、問題を「解く」

こと自体が重要なのではなく、その問題を解くのに必要な前提知識をスムーズに出力すること、

すなわち、「検索」することができるかが重要なのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①符号化（記銘）→②貯蔵（保持）→③検索（想起）という記憶のプロセスからもわかるように、

前提知識を記憶する際にも、検索（想起）が重要となる。したがって、日頃の学習においても、問

題文中の「キーワード」から前提知識を「検索」していく、いわゆる「検索」トレーニング＝アクティ

ブリコールを行っていくことは、前提知識を長期記憶に定着化させるためにも効果的な学習法と

いえる。 

 このアクティブリコール用のツールが総復習ノートである。総復習ノートのＱ（問い）だけ見て、

Ａ（解答）がパッと出てくるか、知識の定着度を確認してみてください。 

(3) 適用 

 知識優位型の問題であれば、前提知識の①「記憶」と②「検索」がきちんと出来れば理論上は、

解答を導けるはずである。これに対して、現場思考型の問題の場合、最後のステップである、③

「適用」（あてはめ）が上手に出来ないため、解答を導くことができないケースが多々出てくる。 

 民法では、前提知識を事例に適用して解答を導いていく事例問題が多い。したがって、この

「適用」（あてはめ）が上手に出来ないと、民法においては、得点していくことが難しくなる。「適用」

（あてはめ）が上手に出来るようになるためには、ある程度、「適用」（あてはめ）のトレーニングが

必要となるが、この「適用」（あてはめ）にも、一定のパターンがあるので、「適用」（あてはめ）のパ

ターンを習得していくのが効果的である。 
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３  民法のテーマ 

問題 民法で出題されている出題テーマ名を各分野、10 個ずつ書きなさい。 

(1) 民法総則 
 

① ⑥ 

② ⑦ 

③ ⑧ 

④ ⑨ 

⑤ ⑩ 

(2) 物権 
 

① ⑥ 

② ⑦ 

③ ⑧ 

④ ⑨ 

⑤ ⑩ 

(3) 債権総論 
 

① ⑥ 

② ⑦ 

③ ⑧ 

④ ⑨ 

⑤ ⑩ 

(4) 債権各論 
 

① ⑥ 

② ⑦ 

③ ⑧ 

④ ⑨ 

⑤ ⑩ 
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 図表 虚偽表示 
 

 内 容 

意 義  虚偽表示とは、相手方と通じてなした虚偽の意思表示のことをいう。 

要 件 

① 表示上の効果意思と内心的効果意思が一致しないこと 

② 表意者が自分でそのことを知っていること  

③ 相手方と通謀すること 

効 果 

 虚偽表示による意思表示は、無効である（94条１項）。表意者も相手方も、それ

が真意ではないことを知っているため、その意思表示に法的な拘束力を認める必要

性がないからである。 

第三者保護 

 虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない(94

条２項)。したがって、善意の第三者は、94条２項によって保護される。 

 「善意」とは、通謀虚偽表示であることを知らないことをいう。判例は、善意で

あればよく、無過失は不要とする（大判昭12.8.10）。 

 「第三者」とは、虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者であって、虚偽

表示に基づいて新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者をいう（大判

大9.7.23）。なお、判例は、第三者として保護されるためには、登記は不要として

いる（最判昭44.5.27）。また、虚偽表示の相手方との間で右表示の目的につき直接

取引関係に立った者のみならず、その者からの転得者もまた右条項にいう第三者に

あたるとしている（最判昭45.7.24）。 

 「対抗できない」とは、当事者は善意の第三者に対して無効の主張ができないが、

善意の第三者からは、有効無効いずれの主張もできることをいう。 
 

 図表 94条２項の「第三者」 
 

第三者にあたる者 第三者にあたらない者 

① 不動産の仮装譲受人からの譲受人（最判昭

28.10.1） 

② 不動産の仮装譲受人から抵当権の設定を受け

た者（大判大4.12.17） 

③ 仮装債権の譲受人（大判昭13.12.17） 

④ 虚偽表示の目的物に対して差押えをした仮装

譲受人の債権者（最判昭48.6.28） 

⑤ 仮装譲受人が破産した場合の破産管財人（大

判昭8.12.19） 

① 債権の仮装譲受人から取立てのために債権を

譲り受けた者（大判大9.10.18） 

② 土地の賃借人が借地上の建物を仮装譲渡した

場合の土地賃貸人（最判昭38.11.28） 

③ 土地の仮装譲受人からその土地上の建物を賃

借した者（最判昭57.6.8） 

④ 一番抵当権が仮装で放棄された場合の二番抵

当権者（大判明33.5.7） 

⑤ 一般債権者（大判大9.7.23） 

 

  

民法の復習 02 

02-1 虚偽表示    



 

- 11 - 

 
 

 図表 錯 誤 
 

 内 容 

意 義 
錯誤による意思表示とは、表意者が、表示行為から推断される意思と自己の効果意

思とが一致しないことを認識せずに行った意思表示をいう。 

種 類 表示の錯誤 動機の錯誤（基礎事情の錯誤） 

要 件 

① その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであ

ること 

「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」とは、表意

者が意思表示の主要な部分とし、この点につき錯誤がなかったならば表意者

は意思表示をしなかったであろうし、一般人もそのような意思表示をしなか

ったであろうと認められるものをいう（大判大7.10.3）。 

② 表意者の重大な過失によるものでないこと 

 ア 原則 

表意者に重過失がある場合は、表意者は、錯誤を理由とする意思表示の取

消しをすることができない（95条３項）。 

イ 例外 

表意者に重過失がある場合でも、①相手方が表意者に錯誤があることを知

り、または重大な過失によって知らなかったとき、②相手方が表意者と同一

の錯誤に陥っていたとき（共通錯誤）は、意思表示の取消しをすることができ

る（95条３項各号）。 

③ 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

であること 

③ その事情が法律行為の基礎とされ

ていることが表示されていること 

  「その事情が法律行為の基礎とされ

ていることが表示されていること」と

は、その事情が法律行為の当然の前提

となっていることが相手方に対して

表示されていた場合であり、黙示的に

表示されていた場合も含むと解され

る。 

効 果 錯誤による意思表示は、取り消すことができる（95条本文）。 

第三者保護 

錯誤による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができない

（95条4項）。 

95条4項は、錯誤における本人（表意者）の帰責性が小さいことを考慮して、

第三者は、意思表示の取消しにつき、善意無過失でなければ保護されないとして

いる。 

  

02-2 錯 誤    
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 図表 時効の援用 
 

 内 容 

意 義 

 時効の援用とは、時効の利益を受けることができる者が、実際に時効の利益を受

ける意思表示のことをいう。時効が完成した場合に、その利益を享受するか否かの

本人の意思を尊重するために設けられている。 

時効の完成と

時効の援用 

 民法では時効の完成によって、権利を取得または権利が消滅する（162条、166

条）。 

 もっとも、判例は、民法が145条で時効の援用を求めていることから、時効の完

成によって権利の得喪は当然には起こらず、時効の援用によってはじめて権利の得

喪が生じるとする（停止条件説 最判昭61.3.17）。 

援用権者 

 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができ

ない（145条）。判例は、「当事者」とは、時効により直接利益を受ける者及びその

承継人をいうと解している（大判明43.1.25）。  

効 力 
 相対効。数人の援用権者がいる場合、援用権者の意思の尊重から、援用した者に

のみその効果が発生する。 
 

 図表 援用権者 
 

援用権者にあたる者 援用権者にあたらない者 

① 保証人（145条かっこ書） 

② 連帯保証人（145条かっこ書） 

③ 物上保証人（145条かっこ書） 

④ 抵当不動産の第三取得者（145条かっこ書） 

⑤ 売買予約の仮登記のなされている不動産の

第三取得者（最判平2.6.5） 

⑥ 被保全債権の消滅時効について詐害行為の

受益者（最判平10.6.22） 

① 一般債権者  

② 表見相続人からの譲受人（相続回復請求権

の消滅時効について） 

③ 敷地所有権の取得時効が問題となる土地上

の建物の賃借人（敷地所有権の取得時効につ

いて）（最判昭44.7.15） 

④ 後順位抵当権者（先順位抵当権者の被担保

債権の消滅時効の援用）（最判平11.10.21）  
 図表 債権の消滅時効 

 

 主観的起算点 客観的起算点 

原 則 
５年 

（166条１項１号） 

10年 

（166条１項２号） 

不法行為に基づく 

損害賠償 

３年 

（724条１号） 

20年 

（724条２号） 

人の生命または身体の 

侵害による損害賠償 

５年 

（166条１項１号） 

20年 

（167条） 

人の生命または身体を

害する不法行為による 

損害賠償 

５年 

（724条の２） 

20年 

（724条２号） 

※ 確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年

より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする（169条１項）。 

 

 
 

 

02-3 時効    
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 図表 時効取得と登記 
 

 時効完成前の第三者 時効完成後の第三者 

結 論 

Ｃが、時効完成前に登場した第三者であ

る場合、Ｃは保護されない（最判昭

41.11.22）。 

 

Ｃが時効完成後に登場した第三者であ

る場合、ＣはＡと対抗関係に立つため、

登記を備えていなければ保護されない

（177条  大連判大14.7.8、最判昭

33.8.28）。 

なお、判例は、さらにその後、取得時効

に必要な期間の占有を継続すれば、Ａは

改めてＣに対し取得時効の主張ができ

るとする（最判昭36.7.20）。 

もっとも、この場合に、Ａが登記なくし

てＣに時効取得を主張するために占有

開始時を自己の意思によって変更する

ことはできないとしている（最判昭

35.7.27）。 

理 由 

Ａが時効完成した際の所有者はＣであ

り、Ｃは当事者であるから、Ａは、Ｃに

対して登記なくして時効取得の主張が

できる。 

この場合、あたかもＢからＡ、ＢからＣ

への二重譲渡があった場合と同視でき

るので、ＡＣ間は、対抗関係として処理

される。 
 

 判例 時効取得と登記 
 

判 旨 

 甲が時効取得した不動産について、その取得時効完成後に乙が当該不動産の譲渡を

受けて所有権移転登記を了した場合において、乙が、当該不動産の譲渡を受けた時点

において、甲が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており、甲の登

記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するときは、乙

は背信的悪意者に当たるというべきである。取得時効の成否については、その要件の

充足の有無が容易に認識・判断することができないものであることにかんがみると、

乙において、甲が取得時効の成立要件を充足していることをすべて具体的に認識して

いなくても、背信的悪意者と認められる場合があるというべきであるが、その場合で

あっても、少なくとも、乙が甲による多年にわたる占有継続の事実を認識している必

要があると解すべきであるからである（最判平18.1.17）。 
 

判 旨 

 不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所

有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において、上記不動産の時

効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したとき

は、上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事

情がない限り、上記占有者は、上記不動産を時効取得し、その結果、上記抵当権は消滅

すると解するのが相当である（最判平24.3.16）。 

 

  

02-4 時効取得と登記    
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 図表 留置権 
 

 内 容 

意 義 

 留置権とは、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有する場合に、そ

の債権の弁済を受けるまでその物を留置することにより、債権の弁済を強制する権

利をいう（295条）。 

性 質 

 留置権は、法定担保物権であり、付従性・随伴性・不可分性が認められるが、優

先弁済効は認められない。そのため、優先弁済効がある担保物権に認められている

物上代位性も認められないこととなる。 
 

 図表 成立要件 
 

 内 容 

① 留置権者が他人の物を

占有していること 

 他人の物とは、被担保債権の債務者の所有物に限らず、第三者所有

物でもよい（最判昭47.11.16）。 

② 物に関して生じた債権

であること（牽連性） 

 留置権によって保全される債権は、その物に関して生じたものでな

ければならない。これを、債権と物の牽連性という。 

③ 留置権者の被担保債権

が履行期にあること 

 有益費償還請求について、裁判所が期限の利益を許与した場合

（196条２項）には、弁済期が到来していても占有者は留置権を失う

ことになる。 

④ 占有が不法行為によっ

て始まったものではない

こと 

 判例は、当初適法に有していた占有権原を後に失って、もはや占有

すべき権利のないことを知りながら、他人の物を占有する場合も、本

条２項が類推適用されるとしている（最判昭46.7.16）。 
 

 図表 牽連性 
 

判例が肯定したもの 判例が否定したもの 

① 費用償還請求権  

賃借人が借りている建物に必要費・有益費を

加えた場合、費用のみならず建物全体を留置

できる（最判昭14.4.28）。 

② 建物買取請求権 

建物買取請求権に基づく代金債権を被担保債

権として、建物を留置し、その反射的効果とし

て土地も留置することができる（大判昭

18.2.18）。 

③ 譲渡担保事例 

譲渡担保権設定者は、譲渡担保権の実行とし

て譲渡された不動産を取得した者からの明渡

請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支

払請求権を被担保債権とする留置権を主張す

ることができる（最判平9.4.11）。 

 

 

① 造作買取請求権  

造作買取請求権に基づく代金債権を被担保債

権として建物を留置することはできない（最

判昭29.1.14）。 

② 敷金返還請求権  

敷金返還請求権を被担保債権として建物を留

置することはできない（最判昭49.9.2）。 

③ 二重譲渡事例 

不動産が二重売買され、第二買主が先に所有

権移転登記を経由したため、第一買主が所有

権を取得できなくなったことにより、売主に

対し取得した履行不能による損害賠償債権を

被担保債権として不動産を留置することはで

きない（最判昭43.11.21）。 

④ 他人物売買事例 

他人の物の売買による買主が、その物の真の

所有者から返還請求を受けた場合に、売主の

債務不履行に基づく損害賠償債権を被担保債

権として他人の物を留置することはできない

（最判昭51.6.17）。 
 

02-5 留置権    
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１  はじめに 

１ 記述式の配点 

記述式は、300点中、配点が60点というように、全体の２割を占める。行政法は、112点中20点（約

18％）であるが、民法は、76点中40点（約53％）というように、択一式よりも、記述式の方が配点が高

くなっている。したがって、民法については、記述式を意識した学習を早いうちから始めていくのが

得策といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 記述式対策の時期 

また、行政書士試験の場合、毎年、記述式次第という人が多いように、記述式を除いた得点が

150点前後のボーダーラインの場合、記述式の出来不出来が合否に大きな影響を及ぼすため、記

述式対策は、早め早めに始めた方が、合格により近づくといえる。 

そこで、記述式対策を早め早めに始める前に、まずは、記述式では、どのようなことが問われてい

るのか、その出題傾向をしっかりと掴むことが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記述式の学習法 03  

 択一式 記述式 多肢選択式 合 計 

行政法 /76 /20 /16 /112 

民 法 /36 /40 / /76 

基

礎

知

識 

一般知識   / 

/56 
諸法令    

情報   / 

文章理解   / 

憲 法 /20  /8 /28 

商 法 /20  / /20 

基礎法学 /8  / /8 
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２  記述式の傾向と対策 

１ 記述式の出題 

記述式の出題は、大きく、判例の理由付けを問う判例系（Ⅰ）と、条文の知識を問う条文系（Ⅱ）の

２つに分類することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 判例系 

判例系（Ⅰ）では、民法は、令和4年の問題45や令和７年の問題45、行政法は、令和６年の問題

44のように、判例の結論ではなく、その結論を導く理由付けを聞いているため、日頃の勉強におい

ても、判例の結論だけでなく、どうしてそのような結論になるのか、その理由付けなど判例のロジッ

クを理解しておくことが重要になる。 

日頃の勉強においても、少し長めの判旨が引用されたテキストや判例集などを使って、判

例のロジックを理解する学習をしていくことが、そのまま記述式対策になる。 

３ 条文系 

他方、条文系（Ⅱ）は、何のテーマの問題なのか、テーマ名が問題文の中に書かれてい

るテーマ表示型（Ａ）と、何のテーマの問題なのか、テーマ名が問題文の中に書かれて

いないテーマ未表示型（Ｂ）の問題がある。 
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３  テーマ表示型とテーマ未表示型 

１ テーマ表示型 

民法のテーマ表示型（Ａ）の問題については、条文の要件・効果のキーワードを書かせ

る問題が中心となっている。重要なテーマの要件・効果については、そのキーワードを

しっかりと書けるレベルまで、記憶しておくことが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ テーマ未表示型 

他方、テーマ未表示型（Ｂ）の問題については、何のテーマの問題なのか、そのテーマ

名を書く必要があるため、テーマ表示型の問題に比べると難易度は高くなる。 

本試験において、解答とは全く違うテーマ名を書いてしまったり、何のテーマの話なの

か全く分からず、白紙答案となっている人が多いのも、このテーマ未表示型の問題であ

る。 

テーマ未表示型（Ｂ）の問題の対策としては、択一式の過去問を、単に、〇×で何回も

繰り返し解くだけの学習ではなく、民法の全体構造を掴む体系的理解が重要になってき

ます。 

また、本試験では、具体的な事例から抽象的な条文のテーマ名を書かせる具体→抽象型

の問題が中心になっているので、日頃の学習においても、少し長めの事例を使ったテー

マ検索のトレーニングをしていくと効果的である。 

その意味で、日頃の学習において、思考のフレームワークを使ったアタマの使い方（問

題の解き方）を習得しておくと効果的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出題テーマ 出題形式 テーマ 

30 
問題45 制限行為能力制度 要件・請求権型 表示型 

問題46 贈与契約の撤回 要件・請求権型 表示型 

１ 
問題45 共有物の管理・変更 要件型 表示型 

問題46 第三者のためにする契約 要件型 未表示型 

２ 
問題45 第三者詐欺 要件型 未表示型 

問題46 背信的悪意者 判例趣旨型 表示型 

３ 
問題45 譲渡制限特約 要件型 表示型 

問題46 土地工作物責任 請求権型 表示型 

４ 
問題４５ 無権代理と相続 判例趣旨型 表示型 

問題４６ 債権者代位権の転用 請求権型 未表示型 

５ 
問題４５ 抵当権に基づく物上代位 要件・請求権型 未表示型 

問題４６ 請負の契約不適合責任 請求権型 未表示型 

６ 
問題４５ 動産先取特権 請求権型 未表示型 

問題４６ 登記請求権の代位行使 請求権型 未表示型 

７ 
問題４５ 日常家事債務と表見代理 判例趣旨型 未表示型 

問題４６ 事務管理 請求権型 未表示型 
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記述式マスター総合講座及びリーダーズゼミ11期生において、問題を解く際の思考のフ

レームワークと、４つのフレームワークと基本パターンを使った、民法の記述式対策を

行っていく。 
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４  問題演習 

 

問題１ Ａは、Ｂに対して、Ａの事業に必要な原材料を適切な価格で調達することを目的として

原材料甲を仕入れる代理権付与したが、Ｂは、次第にその立場を利用して自己の利益を

得ようと考えるようになった。そこで、Ｂは、Ａを代理して第三者Ⅽから原材料甲を買い受け

る契約を締結した。しかし、その購入は本来の目的であるＡの事業のためではなく、自己

の利益を得る目的のためのものであった。その後、Ｂは、第三者Ⅽから取得した原材料甲

を、Ａに引き渡すことなく、別の取引先Ｄに対して転売し、これをＡに報告することもなく、

その代金を自己の利益として着服した。このような場合、第三者Ⅽが、Ａに対して、原材料

甲の代金を請求することができるのは、どのような場合か。必要に応じて場合分けをしなが

ら、40字程度で記述しなさい。 

 

≪ステップ１≫ 生の主張 
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≪ステップ２≫ テーマ検索 

 

 

 

 

 

 

≪ステップ３≫ 法律構成（請求） 

 

 

 

 

 

 

≪ステップ４≫ 要件あてはめ 
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問題２ Ａは、知人であるＢから、Ｂ所有の甲動産を必要な期間だけ使用し、その後、Ｂに返還

するという約束のもと無償で借り受け、自身の事業のために使用していた。ところがある

日、第三者Ｃが、Ａの事務所に立ち入り、Ａが気づかないうちに甲動産を持ち出して盗み

去った。Ａはその事実にしばらく気づかずにいたが、後日、甲動産が事務所からなくなっ

ていることに気づき、周囲を調べた結果、Ｃがこれを持ち出した可能性があることを知っ

た。さらにその後、Ｃは盗み出した甲動産をＤに対して売却し、Ｄは甲動産を取得して占

有するに至っている。Ａとしては、Ｂから借り受けている物である以上、Ｂに返還しなければ

ならないため、自らの手で甲動産を取り戻したいと考えている。そこで、Ａは、現在甲動産

を占有しているＤに対して、何らかの法的手段をとることを検討している。Ａは、Ｄがどのよ

うな場合、いつまでに、どのような訴えを提起すれば、甲動産の返還を請求することができ

るか。「Ａは、」に続けて40字程度で記述しなさい。なお、「Ａは、」は、字数に算入しない。 

 

≪ステップ１≫ 生の主張 
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≪ステップ２≫ テーマ検索 

 

 

 

 

 

 

≪ステップ３≫ 法律構成（請求） 

 

 

 

 

 

 

≪ステップ４≫ 要件あてはめ 
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分　野 テーマ 2026 パーフェクト過去問集 サブノート210

１　権利能力 ①　失踪宣告 問題１、２、５、６

 ②　権利能力なき社団 問題３、４

２　制限行為能力 問題７～１２ 問題３、６

３　意思表示 ①　心裡留保 問題17、20

②　虚偽表示 問題14、17、21、26 問題17

③　錯誤 問題16、19、24、25 問題18

④　詐欺・強迫 問題18、22、27

⑤　総合 問題23

４　代理 ①  総合 問題28、29、31、32、35 問題23

②　無権代理 問題30、33、34、36、37 問題24、２７

③　表見代理 問題35、41 問題25

５　無効と取消し 問題42、43、44 問題30

６　時効 ①　時効の援用権者 問題47、49、50、52 問題34

②　取得時効　 問題48、50

③　消滅時効　 問題46、53、54、55

④　完成猶予・更新　 問題51 問題33

⑤　総合 問題 問題35

７　物権的請求権 問題56、58、59、60 問題36

①　１７７条の第三者 問題66、67 問題41

②　取消と登記、解除と登記 問題64

③　時効取得と登記　 問題62、63

④　相続と登記　 問題70 問題40

⑤　混同 問題71

⑥　総合 問題65、68、69

９　動産物権変動 ①　動産物権変動　 問題74

➁　即時取得 問題72、75～79 問題43

10  占有権 ①　占有権　 問題80～84 問題46、47

11  所有権 ①　原始取得　 問題85

➁　添付　 問題86

③　相隣関係と地役権　 問題87～91、99 問題51

④　共有　 問題92～98 問題４９、５０

12  用益物権 ①　地上権　 問題100、101

13  留置権 ①　留置権 問題102、103、105 問題54

➁　留置権と同時履行の抗弁権の比較 問題104、105

14  先取特権 問題107、108、109 問題５５

15  質権 問題110、111、112

16  抵当権 ①　抵当権の効力の及ぶ範囲　 問題116、121、 問題58

②　物上代位 問題118、123、125、127

③　法定地上権　 問題119、122、126 問題６３、６４

④　抵当権侵害　 問題113、128 問題５９

⑤　根抵当権　 問題114、115、117、120

１７　譲渡担保 問題129、130
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総則

物権

８　不動産物権変動
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  分　野 テーマ パーフェクト過去問集 サブノート210

17  債権の種類 問題132 ～136 問題７３

①　債務不履行 問題137～143 問題７２、８３

②　受領遅滞 問題144、145

①　債権者代位権　 問題146～150 問題８４、８５

②　詐害行為取消権　 問題151～155 問題８７

①　連帯債務・連帯債権 問題156～161 問題８９、９０

②　保証　 問題162～169 問題９２

①　譲渡制限特約 問題171、173、174、175

②　対抗要件　 問題170、172、176 問題９５

③　債務引受　 問題177、178 問題９７

①　第三者弁済　 問題186

②　受領権者として外観を有する者に対する弁済　 問題182 問題１０２

③　代物弁済　 問題179、180、185

④　弁済による代位 問題183、184

⑤　相殺　 問題187～191 問題１０６

23  契約の成立 ①　申込と承諾　 問題192～194 問題１０８

①　同時履行の抗弁権　 問題195、196

②　契約の解除　 問題198～203 問題１１３、１１５

③　定型約款 問題204、205

①　贈与契約　 問題206～210

②　手付け 問題211、212

③　契約不適合責任　 問題214～216 問題１２２

④　他人物売買 問題213、218、219 問題１２１

①　賃貸人の地位の移転 問題224、225 問題１２８

②　敷金関係　 問題235

③　譲渡転貸　 問題226、229、230、464、233 問題１２６、１２９

④　不法占拠者排除パターン　 問題231、234

⑤　使用貸借契約　 問題222、223、227 問題１３０

①　請負契約 問題238～241

②　委任契約　 問題242、243

28  事務管理 問題248～252 問題１４１、１４２

29  不当利得 問題253～255 問題１４４、１４７

①　生命侵害　 問題256、266 問題１６５

②　過失相殺　 問題257、259、265 問題１６８

③　使用者責任　 問題261、264、267 問題１５９、１６０

④　監督義務者責任　 問題261、274 問題１５７

⑤　共同不法行為と求償　 問題262、264、267

⑥　債務不履行責任と不法行為責任の比較　 問題275

⑦　正当防衛・緊急避難 問題258、273

⑧　医療過誤 問題259、２６０、２６３

⑨　総合 問題261、268、274

①　婚姻　 問題276～278 問題１７７

②　離婚　 問題279～281

①　養子縁組　 問題283、284、286

②　嫡出子　 問題285、289 問題１８３

③　非嫡出子　 問題282、288

④　親権　 問題287 問題１８９～１９１

①　相続人　 問題294～297

②　遺産分割　 問題292、299、300

③　遺言 問題301、302 問題２０１

④　配偶者居住権 問題303、304 問題２０８、２０９

⑤　遺留分 問題305

家族法

31  婚姻・離婚

32  親子

33  相続

債権各論

24  契約の効力

25  売買型契約

26  賃借型契約

27  役務提供型契約

30  不法行為
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債権総論

18  債務不履行

19  責任財産の保全

20  多数当事者の債権関係

21  債権譲渡

22  債務の消滅
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【民法☆解法ナビゲーション講義 出題テーマ】 
 

問 題 分 野 テーマ ページ 
1 総 則 権利能力なき社団 ３ 
2 総 則 失踪宣告 ９ 
3 総 則 制限行為能力 15 
4 総 則 虚偽表示 23 
5 総 則 錯 誤 31 
6 総 則 代 理 39 
7 総 則 無権代理 45 
8 総 則 時 効 53 
9 物 権 物権的請求権 61 
10 物 権 177 条の第三者 69 
11 物 権 不動産物権変動と登記① 75 
12 物 権 不動産物権変動と登記② 83 
13 物 権 即時取得 89 
14 物 権 混 同 97 
15 物 権 占有権 101 
16 物 権 共 有 109 
17 物 権 地上権 117 
18 物 権 相隣関係と地役権 123 
19 担保物権 留置権 129 
20 担保物権 質 権 137 
21 担保物権 先取特権 143 
22 担保物権 抵当権の効力 151 
23 担保物権 物上代位 157 
24 担保物権 法定地上権 163 
25 担保物権 根抵当権 171 
26 担保物権 譲渡担保 179 
27 債権総論 債務不履行 187 
28 債権総論 債権者代位権 195 
29 債権総論 詐害行為取消権 203 
30 債権総論 連帯債務 211 
31 債権総論 保 証 219 
32 債権総論 債権譲渡 227 
33 債権総論 債務引受 233 
34 債権総論 弁 済 237 
35 債権総論 相 殺 243 
36 債権各論 契約の成立 249 
37 債権各論 第三者のためにする契約 255 
38 債権各論 同時履行の抗弁権 261 
39 債権各論 契約の解除 267 
40 債権各論 贈与契約 275 
41 債権各論 契約不適合責任 281 
42 債権各論 賃貸借契約① 287 
43 債権各論 賃貸借契約② 293 
44 債権各論 委任契約 299 
45 債権各論 事務管理 305 
46 債権各論 不当利得 311 
47 債権各論 不法行為① 317 
48 債権各論 不法行為② 325 
49 親 族 婚姻・離婚 333 
50 親 族 嫡出子・非嫡出子 339 
51 親 族 養子縁組 345 
52 親 族 利益相反行為 349 
53 相 続 相続① 353 
54 相 続 相続② 359 
55 相 続 相続③ 365 
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